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○鶴岡市消防団規則 

平成１７年１０月１日 

規則第２０５号 

改正 平成１９年３月３０日規則第２９号 

平成２０年３月２６日規則第５号 

平成２２年３月３１日規則第１８号 

平成２４年３月３０日規則第７号 

平成２５年１２月２７日規則第５３号 

平成２８年３月１８日規則第８号 

令和２年３月３１日規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第２項、第２３条第２

項及び鶴岡市消防団条例（平成１７年鶴岡市条例第２５０号）の規定により、鶴岡市消防団（以

下「市消防団」という。）の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成１９年規則２９号・２０年５号〕） 

（組織） 

第２条 市消防団の組織は、別表第１のとおりとする。 

（階級） 

第３条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 

２ 機能別団員の階級は、団員とする。 

３ 消防団員の配置は、別表第２のとおりとする。 

（一部改正〔平成２８年規則８号〕） 

（職務） 

第４条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団員を統率し、団務を総理する。 

２ 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

３ 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属消防団員を指揮監督す

る。 

（一部改正〔平成２０年規則５号〕） 

（任期） 
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第５条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は４年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項に掲げる者が任期途中において退職した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（一部改正〔平成２０年規則５号・２５年５３号〕） 

（宣誓） 

第６条 消防団員に任命されたときは、宣誓書（別記様式）に署名しなければならない。 

（訓練礼式） 

第７条 消防団員の訓練礼式及び点検については、消防訓練礼式の基準（昭和４０年消防庁告示

第１号）の定めるところによる。 

（服制） 

第８条 消防団員の服制については、消防団員服制基準（昭和２５年国家公安委員会告示第１号）

の定めるところによる。 

（災害出動） 

第９条 水火災等通常の災害出動区分は、別に定める。 

（一部改正〔平成２０年規則５号〕） 

（設備及び資材） 

第１０条 消防団に、次に掲げる設備及び資材を備え付けるものとする。 

(1) 団旗 

(2) 団本部の設備 

(3) 消防主力機械器具 

(4) 前３号に掲げるもののほか、消防上必要な設備及び資材 

２ 前項の設備及び資材は、別に定めるところに従い使用し、当該設備又は資材を破損し、又は

紛失したときは、その事由を示して団長に届け出なければならない。 

（一部改正〔平成２８年規則８号〕） 

（簿冊） 

第１１条 消防団は、次に掲げる簿冊を備え、異動の都度これを整理しておかなければならない。 

(1) 消防団員名簿 

(2) 沿革誌 

(3) 日誌 

(4) 設備資材の台帳 
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(5) 区域内全図 

(6) 地水利要覧 

(7) 報酬及び費用弁償の受払簿 

(8) 給与品及び貸与品台帳 

(9) 諸令達綴 

(10) 消防団に必要な法規、例規綴 

(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団に必要な書類綴 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴岡市消防団規則（昭和３０年鶴岡市規則第１

９号）、藤島町消防団規則（昭和５２年藤島町規則第７号）、羽黒町消防団条例の施行に関す

る規則（昭和３９年羽黒町規則第８号）、櫛引町消防団規則（昭和３９年櫛引町規則第１号）、

朝日村消防団の組織等に関する規則（昭和４９年朝日村規則第２号）又は温海町消防団条例の

施行に関する規則（昭和４６年温海町規則第５号）の規定によりなされた決定、手続その他の

行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第２９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に任

命される消防団員の任期について適用し、施行日前に任命された消防団員の任期については、

なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第１８号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第７号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２５年１２月２７日規則第５３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に任命される消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、

改正後の第５条第１項の規定にかかわらず、任命された日から平成２９年３月３１日までとす

る。 

附 則（平成２８年３月１８日規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日規則第９号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（全部改正〔平成２２年規則１８号〕、一部改正〔平成２４年規則７号・令和２年９号〕） 

鶴岡市消防団組織表 
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別表第２（第３条関係） 

（全部改正〔平成２４年規則７号〕、一部改正〔平成２８年規則８号・令和２年９号〕） 

鶴岡市消防団員配置 

方面隊 

階級 

全方

面隊 

鶴岡

第１

方面

隊 

鶴岡

第２

方面

隊 

鶴岡

第３

方面

隊 

鶴岡

第４

方面

隊 

藤島

方面

隊 

羽黒

方面

隊 

櫛引

方面

隊 

朝日

方面

隊 

温海

方面

隊 

女性

消防

隊 

学生

消防

隊 

団長 １人  

副団長 ５人

以内 

 

副団長 

（方面隊長） 

９人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

  

分団長 

（副方面隊長） 

９人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

１人

以内 

  

分団長 ４０

人以

内 

４人

以内 

４人

以内 

４人

以内 

４人

以内 

５人

以内 

６人

以内 

４人

以内 

４人

以内 

５人

以内 

  

副分団長 ８０

人以

内 

８人

以内 

８人

以内 

８人

以内 

８人

以内 

１０

人以

内 

１２

人以

内 

８人

以内 

８人

以内 

１０

人以

内 

  

部長 １３

２人

以内 

１３

人以

内 

１８

人以

内 

１３

人以

内 

１５

人以

内 

１６

人以

内 

１２

人以

内 

１２

人以

内 

１１

人以

内 

２１

人以

内 

１人

以内 

 

班長 ３２

６人

以内 

３１

人以

内 

３７

人以

内 

３１

人以

内 

３４

人以

内 

５６

人以

内 

４７

人以

内 

３１

人以

内 

２２

人以

内 

３６

人以

内 

１人

以内 

 

団員 ２，５

１８

人以

２２

２人

以内 

３２

６人

以内 

２６

２人

以内 

２７

７人

以内 

３８

１人

以内 

３３

１人

以内 

２５

８人

以内 

１７

８人

以内 

２６

０人

以内 

１８

人以

内 

５人

以内 



6/8 

内 

合計 ３，１

２０

人以

内 

２８

０人

以内 

３９

５人

以内 

３２

０人

以内 

３４

０人

以内 

４７

０人

以内 

４１

０人

以内 

３１

５人

以内 

２２

５人

以内 

３３

４人

以内 

２０

人以

内 

５人

以内 
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別記様式（第６条関係） 

 


